
HUL ‐ 1 地 区 HUL ‐ 2 地 区 HUL ‐ 3 地 区 HUL ‐ 4 地 区 ふれあいプラザ地区
魅 力 施 設 地 区

住民施設地区

用途地域等

第一種低層住
居専用地域
容積率 100%
建ぺい率50%
外壁後退1m

第二種中高層
住居専用地域
容積率 200%
建ぺい率60%

第二種中高層
住居専用地域
容積率 150%
建ぺい率60%

第二種中高層
住居専用地域
容積率 200%
建ぺい率60%

近隣商業地域

容積率 200%
建ぺい率80%

第二種中高層
住居専用地域
容積率 200%
建ぺい率60%

防火関係 準防火地域

高 度 地 区 第一種高度 第二種高度 第二種高度 第二種高度 第三種高度 第二種高度

そ の 他

建 築 物 等
の 用 途 等

建築できない
もの
（1)共同住宅
（2)寄宿舎、下
　宿
（3)長屋（2戸
　建て長屋は
　建築できる）

次の建築物以
外は建築できな
い。
（1)第一種低
　層住居専用
　地域内に建
　築できるもの
　（共同住宅、
　寄宿舎、下
　宿、4戸建て
　以上の長屋
　は建築でき
　ない）

次の建築物以
外は建築できな
い。
（1)第一種低
　層住居専用
　地域内に建
　築できるもの
　（共同住宅、寄
　宿舎、下宿
　は建築でき
　ない）
（2）集会施設
  で喫茶店の
　用途を兼ね
　るもの

次の建築物以
外は建築できな
い。
（1)第一種低
  層住居専用
　地域内に建
　築できるもの

建築できないもの
（1)住宅、兼用住宅
（2)共同住宅、寄宿舎、
　下宿
（3)工場
（4)ボーリング場、スケ
  ート場その他これらに
　類する法施行令第13
　0条の6の2の運動施
　設
（5)ﾏｰｼﾞｬﾝ屋、ぱちん
こ
　屋、射的場、勝馬投
　票券発売場、場外車
　券売場その他これら
　に類するもの
（6)ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽその他
    これらに類するもの
（7)ホテル、旅館
（8)自動車教習所
（9)畜舎

建築できないも
の
（1）住宅、兼用
　住宅
（2）共同住宅、
　寄宿舎、下宿
（3）法施行令第
　130条の6の工
　場
（4）床面積の合
　計が50㎡を超
　える自動車車
  庫（建築物に
　附属するもの、
　都市計画決定
  したものは除
　く）

建築物の建
ぺい率、容
積率の最高
限度

容積率100%
建ぺい率50%

敷地面積の
最 低 限 度

180㎡、
長屋240㎡

180㎡、2戸
建長屋240
㎡、3戸建
長屋360㎡

高 さ の
最 高 限 度

8.5ｍ

外 壁 等 の
位 置

敷地境界線か
ら１ｍ以上（法
第86条適用の
場合は一団地
内の各建築物
は同一敷地内
とみなす）

道路境界線まで
1.5ｍ以上（当地
区の外周部分。
概要図参照）

形態、意匠

かき、さくの
構 造

建築条例施行
改正条例施行
改正条例施行
改正条例施行
改正条例施行

平成20年　3月28日

　　　　　　　　　変更

道路境界線まで1.5ｍ以上

屋根、外壁の形態及び意匠については、周辺環境と調和する形状及び材料とし、色彩は落ち着いた色合い
とする。

平成17年　3月　7日平成17年　3月　7日
平成  8年 1月31日

地 区 の 細 区 分

星田西地区地区計画（地区整備計画）概要

砂防指定地あり、宅造規制区域内、法22条適用、建築協定あり
(詳細な内容及び他の規制状況等について別途確認してください。）
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平成24年　6月18日
※  この表中、「法」とあるのは、建築基準法を指します。

昭和63年10月28日
平成　 8年 1月31日

道路に面するかき、さくは生
垣、ネットフェンス、鉄柵等とし、
ブロック塀その他これに類する
ものは築造できない。
ただし、次のものは除く。
（1）高さが0.6ｍ以下のもの
（2）門
（3）門の袖で長さが2ｍ以
    下のもの

　　　都市計画決定

　　　　　　　　　変更

昭和63年 9月14日




